
平成２９年度（第１回） 

◇◆◇ 町  民  懇  談  会 ◇◆◇ 
＝質疑応答抜粋＝ 

金ケ崎町総合政策課 

 

 去る６月１５日から６月２２日にかけて行いました「町民懇談会」の内容をお知らせします。 

 多くの皆様にご参加いただき、ありがとうございました。（総参加者数２４０名、前回より５４名

増） 
 

 Ⅰ 開催日程  ６月１５日（木）  北部地区生涯教育センター   【参加者数 ５０名】 

６月１６日（金） 南方地区生涯教育センター  【参加者数 ４４名】 

６月１９日（月） 街地区生涯教育センター  【参加者数 ４４名】 

６月２０日（火） 西部地区生涯教育センター  【参加者数 ３６名】 

６月２１日（水） 三ケ尻地区生涯教育センター  【参加者数 ３１名】 

６月２２日（木） 永岡地区生涯教育センター  【参加者数 ３５名】 

Ⅱ 時   間  各会場とも午後６時３０分～ 

Ⅲ 町からの説明項目 

（ １ ）平成２９年度金ケ崎町の主要事業について 

（ ２ ）金ケ崎町における婚活支援の取組について 

（ ３ ）国民健康保険制度改革と国民健康保険税の見直しについて 

（ ４ ）平成２９年度金ケ崎町健幸ポイント事業について 

（ ５ ）金ケ崎町立幼稚園のあり方検討委員会について 

（ ６ ）下水道事業（３事業）の現状及び課題対応について 

（ ７ ）金ケ崎町の今後の地域づくりについて 
 

Ⅳ 町民懇談会での主な質問                                                                 

 空き家対策事業について  

【質問】 今年度事業に空家対策事業～空家等対策計画の策定～とありますが、どのような内容ですか。 

また、既にある空家についてはどのようにお考えですか。 

【回答】 今年度取り組む空家等対策計画は、空き家対策、発生予防、活用方法、特定空き家（崩れ落ち

そうで危険な状態の空き家）に対する措置等を検討して計画を立てていきます。 

     平成２７年度に空き家調査を行い、その結果町内に１９２戸の空き家を確認しました。原則は、所

有者の責任で対応してもらうことになります。活用したい、誰かに使ってもらいたいという場合は、

空き家バンク制度があるので、そちらを活用していただきたいと思います。 

 

 中央生涯教育センターのトイレについて  

【質問】 現在洋式のトイレが少ない。高齢者等も利用するにあたり、もっと増やしてほしいです。 

【回答】 計画的に各地区センターのトイレ改修を行っております。中央センターについては、平成３０年度

に改修する予定です。 

 



 学校のいじめの状況等について  

【質問】 金ケ崎町のいじめの状況、アンケート等の対応について教えてほしいです。 

【回答】 いじめについては、毎月各学校から報告をもらっています。加えて、年２，３回子どもや保護者へ

のアンケートを実施しています。また、いじめ防止に関する会議を開催し、学校への取組に生かし

ています。 

 

 国保税の見直しについて  

【質問】 税率改正は、毎年度の給付状況、町税の状況によって行われるのですか。国保税の納付率が

悪い場合の対応はどうなりますか。 

【回答】 平成 30年度からは岩手県内で一本化され、市町村から県へ納付金を納めることになりますが、

その納付金の状況を見ながら、基金や医療費、徴収率等を鑑みて、国保税の見直しの必要性に

ついて検討していきます。 

     県への納付金のお金が足りなくなった場合、前年度の剰余金や基金を使って当面は運営していく

ことになりますが、基金が枯渇しないように国保税の見直しを行っていくことになります。 

 

 地域づくりについて  

【質問】 平成 22年に地域づくり計画を作成した経緯があります。今回、町が進めようとしている地域づく

りの見直しは、地域づくり計画を大幅に見直ししてつくる考え方なのでしょうか。 

【回答】 地域づくり計画は、改めよう、新しいことをしようということではなく、これまで通りすすめていきた

いと思っています。ただし、人口減少していく中で、町からお願いしている部分が多くなっていると

思っていることから、そこの整理と、地域ごとの課題をどうやって解決したらよいか一緒になって相

談しながら考えていきたいと思っています。 

 

【質問】 行政区毎に地域の特徴が違っていると思います。子育て支援と高齢者問題は、どの地域でも大

きな課題だと思います。行政だけでは出来ない部分もあると思いますので、地域とよく話し合って、

その地域にあったやり方をする必要があると思います。 

【回答】 高齢者を地域全体で支える地域づくりの仕組みが必要だと説明したが、支える側がほとんどい

ない地域があることも認識しています。その場合は、起業や団体、NPOなどの協力を得て支えるこ

とができないものか、今後検討していきたいと思います。 

 

※上記の質問、回答については要約して記載しておりますので、ご了承願います。 

 

お問い合わせ先／総合政策課政策係 ☎４２－２１１１（内線２３１８） 


